
住宅宿泊事業の実施が制限される区域及び期間について 

各市町村において、住宅宿泊事業の実施が制限される区域及び期間は以下のとおりです。 

 

ただし、制限期間内であっても、次に該当する期間は営業可能です 

※１「学校等の周辺地域」については、金曜日の正午～日曜日の正午、祝日の前日の正午～祝日の正午

※２「保育所等の周辺地域」については、祝日の前日の正午～祝日の正午 

 

市町村 区域 制限期間 

向日市 

住居専用地域 3/１正午～12/１正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/31正午～12/23正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

長岡京市 

住居専用地域 3/1正午～翌年1/1正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/6正午～7/20正午、8/25正午～12/23正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

乙訓郡大山崎町 

住居専用地域 3/1正午～翌年1/1正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/6正午～7/20正午、8/25正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

宇治市 

住居専用地域 3/１正午～翌年1/1正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/26正午～12/23正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

城陽市 

住居専用地域 3/1正午～翌年1/1正午 

学校等の周辺区域 1/7正午～3/24正午、4/7正午～7/20正午、8/31正午～12/23正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

八幡市 

住居専用地域 1/1正午～6/1正午、8/1正午～12/１正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/6正午～7/20正午、8/26正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

京田辺市 

住居専用地域 1/1正午～2/1正午、3/1正午～12/１正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/5正午～7/27正午、8/24正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

久世郡久御山町 

住居専用地域 3/1正午～5/1正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/6正午～7/20正午、8/26正午～12/23正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

綴喜郡井手町 
学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/26正午～12/23正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

木津川市 

住居専用地域 5/１正午～12/１正午 

学校等の周辺区域 1/7正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/31正午～12/24正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 



市町村 区域 制限期間 

相楽郡精華町 

住居専用地域 2/1正午～12/１正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/25正午、4/4正午～7/21正午、8/25正午～12/25正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

相楽郡笠置町 
学校等の周辺区域 1/7正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/31正午～12/24正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

相楽郡南山城村 
学校等の周辺区域 1/8正午～3/24正午、4/7正午～7/21正午、8/24正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

亀岡市 
住居専用地域 3/1正午～翌年1/1正午 

学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/7正午～7/20正午、8/27正午～12/23正午 ※１ 

南丹市 

住居専用地域 3/1正午～翌年1/1正午 

学校等の周辺区域 1/3正午～3/24正午、4/6正午～7/20正午、8/28正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

船井郡京丹波町 学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/7正午～7/20正午、8/28正午～12/24正午 ※１ 

福知山市 
学校等の周辺区域 1/7正午～3/20正午、4/7正午～7/20正午、8/31正午～12/20正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

舞鶴市 
学校等の周辺地域 1/8正午～3/24正午、4/7正午～7/21正午、8/24正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺地域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

綾部市 
学校等の周辺区域 1/7正午～3/24正午、4/6正午～7/20正午、8/28正午～12/24正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

宮津市 

住居専用地域 7/1正午～9/1正午 

学校等の周辺区域 1/7正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/31正午～12/24正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

京丹後市 
学校等の周辺区域 1/6正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/28正午～12/24正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

与謝郡伊根町 
学校等の周辺区域 1/8正午～3/24正午、4/7正午～7/21正午、8/24正午～12/22正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

与謝郡与謝野町 
学校等の周辺区域 1/7正午～3/24正午、4/5正午～7/20正午、8/27正午～12/24正午 ※１ 

保育所等の周辺区域 日曜日の正午～金曜日の正午 ※２ 

     

   ・この表において「学校等の周辺区域」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

及び高等専門学校の敷地から100メートル以内の区域をいいます。ただし、亀岡市の区域については、小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。  

   ・この表において「保育所等の周辺地域」とは、保育所及び幼保連携型認定こども園の敷地から100メートル以内の区域をいいま

す。 

   ・この表において「住居専用地域」とは、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域及び

第２種中高層住居専用地域をいいます。 

   ・宇治田原町及び和束町については、条例にもとづく事業実施の制限区域及び期間はありません。 


